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働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良

い将来の展望を持てるようにすることを目的とした「働き方改革関連法」が昨年 4 月 1 日に施行されました。

その中で中小企業が既に対象となっている有給休暇の取得義務と、今年の 4 月から対象となる残業時間の上限

規制について再確認しましょう。 
 
 
 
 

 
 

使用者は、１０日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、 毎年５日、時季を指定 して

有給休暇を与える必要があります。 
 

 

 

 
 

時間外労働の上限について、 月４５時間、年３６０時間 を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合で

も年７２０時間、単月１００時間未満（休日労働含む）、複数月平均８０時間（休日労働含む）を限度に設定す

る必要があります。 

 

〇「働き方改革関連法」の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html 

 

 

 

 

 
 

 「勤務間インターバル」は、勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間

や睡眠時間を確保するものです。「労働時間等設定改善法」が改正されたことで、前日の終業時刻から翌日の始

業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務となりました。（2019 年4 月1 日施行） 

労働者が日々働くにあたり、一定の休息時間を確保することで、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保

でき、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることができるようになると考えられています。 
 

〇勤務間インターバル制度の詳細や導入事例は、厚生労働省ホームページからご覧ください 

  https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/interval/ 

中小企業の働き方改革が本格的に開始！ 
～２０２０年４月１日から中小企業にも時間外労働の上限規制が適用となります～ 

年次有給休暇の確実な取得 
 

勤務間インターバル制度は企業の努力義務です 

時間外労働の上限規制 
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愛知県の特定最低賃金改正のお知らせ 
～ 令和元年12月16日発効 ～ 

 

愛知県内の特定の産業に適用される４業種の特定最低賃金について、昨年12 月16 日に改正され
ました。 

このため、すでに昨年10 月1 日に改正されている「愛知県最低賃金」と併せ、愛知県の最低賃金
（時間額）は、次のとおりとなります。 
 
≪地域最低賃金≫ 
 

最低賃金名 時間額 発効日 

愛知県最低賃金 926 円 令和元年10 月1 日 
 
≪特定最低賃金≫ 
 

最低賃金名 時間額 発効日 

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 ９7５ 円 

令和元年12 月16 日 
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 ９47 円 

輸送用機械器具製造業 ９55 円 

自動車（新車）小売業 ９41 円 

 

詳しくは、愛知労働局ホームページ（https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/）または、
事業所の所在地を管轄する労働基準監督署にお尋ねください。 

 

労働基準監督署 電 話 番 号 市 内 管 轄 区 域 

名古屋北労働基準監督署 052-961-8653 東、北、中、守山 

名古屋南労働基準監督署 052-651-9207 中川、港、南 

名古屋東労働基準監督署 052-800-0792 千種、昭和、瑞穂、熱田、緑、名東、天白 

名古屋西労働基準監督署 052-481-9533 西、中村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

働く人のお悩み相談ダイヤル 

勤労者安心ネットワークセンターのご案内 
 

勤労者安心ネットワークセンターは、勤労者がかかえるさまざまな問題のご相談にお応えします。 

相談は無料です。お気軽にご相談ください。 
 

電 話：０１２０－８１－１５０５ 

開設時間：月～金（祝日除く）10：00～12：00／13：00～16：00 

相談内容：多重債務、共済・保険、住宅相談、介護、学費、労働相談、結婚・冠婚葬祭、健康等 

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.rengo-aichi.or.jp/anshinn/ 

愛知県労働者福祉協議会・連合愛知 
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名古屋市では、子育てにやさしい活動を積極的に行っている企業を認定し、その中で特に優れた活動を行っ

ている企業を表彰しています。このたび令和元年度の認定・表彰企業が決まりましたのでお知らせします。 

なお、この認定により認定企業は累計213 社（令和2 年1 月29 日現在）となりました。 
 

💛 表彰企業 
 

区 分 企 業 名 業 種 

優秀賞 
株式会社ドコモCS 東海（更新企業） 情報通信業 

株式会社山田商会（更新企業） 建設業 

審査員特別賞 
大和リース株式会社 建設業 

ルシア株式会社 建設業 

中小企業特別賞 株式会社伊藤建設工業 建設業 

 

💛 新規認定企業 表彰企業３社含め１５社 
 

【お問い合わせ】名古屋市子ども青少年局企画経理課 電話：052-972-3081 FAX：052-972-4437 

※詳しくは名古屋市公式ウェブサイト「子育て支援企業認定・表彰制度」をご覧ください。

http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000010803.html 

 

 
 

 

 

 

名古屋市では、女性がいきいきと活躍できるような取り組みをしている企業を認定し、その中で特に優れた

取り組みをしている企業を表彰しています。また、活躍している女性従業員も表彰しています。このたび令和

元年度の認定・表彰企業が決まりましたのでお知らせします。 

なお、この認定により認定企業は累計130 社（令和2 年1 月29 日現在）となりました。 
 

★ 表彰企業・従業員 

区 分 企 業 名 業 種 

企業

部門 

最優秀賞 有限会社東海維持管理興業 建設業 

優秀賞 大塚製薬株式会社 製造業 

従業員部門 
東建コーポレーションン株式会社 

中村 吏江さん 
建設業 

 

★ 新規認定企業 表彰企業２社含め１２社 
 

【お問い合わせ】名古屋市総務局男女平等参画推進室 電話：052-972-2234 FAX：052-972-4112 

※詳しくは名古屋市公式ウェブサイト「女性の活躍推進企業認定・表彰制度」をご覧ください。

http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/49-2-19-1-0-0-0-0-0-0.html 
 

【ナゴ女応援！サイトで企業の取り組みを紹介しています。】 

https://nagoyajokatu.city.nagoya.jp/ 

令和元年度「名古屋市子育て支援企業」認定・表彰企業決定！ 

令和元年度「名古屋市女性の活躍推進企業」認定・表彰企業決定！ 

女性の活躍推進企業 

認定マーク 

子育て支援企業 

認定マーク 
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ハロートレーニング（公的職業訓練） 

ハロートレーニングは、希望する仕事に就くために必要な職業スキルや知識などを習得することができる公的

制度です。国や都道府県が実施する職業訓練で、「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」があり、原則無料で受

講することができます。（テキスト代等は実費負担） 

主な内容 

・職業に関する知識や技能・技術を身に付ける      ・コミュニケーション能力や、ビジネスマナーを学ぶ 

・履歴書・職務経歴書の書き方、ジョブカード作成支援  ・訓練校とハローワークが積極的に就職をサポート 
 

詳しくは、愛知労働局ホームページ（https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki

/shokugyou_kunren.html）または、ご住所の所在地を管轄するハローワークにお尋ねください。 
 

ハローワーク 電 話 番 号 市 内 管 轄 区 域 

ハローワーク名古屋中 052-855-3740 北、西、中村、中、中川 

ハローワーク名古屋南 052-681-1211 瑞穂、熱田、港、南、緑 

ハローワーク名古屋東 052-774-1115 千種、東、昭和、守山、名東、天白 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

●編集 名古屋市市民経済局産業部産業労働課  

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号  TEL:052－972－3145  FAX: 052－972－4129 

本紙は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。 

～ 職場でのトラブルや悩みごとはありませんか？ ～ 
 

【名古屋市市民相談室 労働相談】のご案内 
 

名古屋市では、雇用、賃金、解雇などの労働に関する問題でお困りの市内在住または在勤の方を

対象に、市民相談室で専門家による労働相談を行っています。 
 

相談受付：月 ～ 金曜日（祝休日・年末年始を除く） 

午前９時～１１時４５分・午後１時～３時４５分 

電  話：０５２－９７２－３１６３ 
場  所：名古屋市役所西庁舎１階（名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号） 

 

: rodosodan@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp 
 

※Ｅメールによるご相談は、氏名（可能な限り）、性別、年代、お住まい又は勤務地の区を 

記入し、相談内容についてなるべく詳しくお書きください。 ♦相談無料 

♦秘密厳守 

就職に向けてスキル

を身につけたい方へ 

 

愛知労働局ＨＰ 


